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＜別紙１＞ 

まちなかステージ設置場所および利用日時等 

 

（設置場所および利用日時） 

第１ まちなかステージの設置場所および利用時間等については、以下のとおりとする。な

お、設営および撤去の時間を含むものとする。 

場所 利用日時 ステージ管理者 利用人数上限 

アップルロード 毎 日曜／１３時～１７時 まちづくり福井（株） ５人／組 

ハピテラス 

（大型ビジョン下） 
毎 木曜／１６時～１９時 まちづくり福井（株） １０人／組 

 

（設置場所の変更） 

第２ アップルロードについては、予約日当日が雨天と想定される場合、ステージを

開設しないものとする。 

２  アップルロードにおいてステージを開設しない場合は、前々日の金曜日１７時

までに予約者あて電子メールで連絡するものとする。 

 

（アンプ等の使用） 

第３ 活動場所においては、アンプを使用しない形態での活動をすることができる。

ただし、最小限のポータブルアンプ（電池または充電式）で、委員会の許可を得

た場合に限り使用を認めるものとする。 

 ２ 前項における許可を得た場合においても、まちなかステージ実施要領第１０条

のとおり、どのような形態であっても大音量や奇声を出すことはできないものと

する。 

 


